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建
築
家
の
石
上
純
也
氏
が
設
計
し
た
文
化
セ
ン
タ
ー
跡
地
の
新
ホ
ー
ル
展
覧
会
を
中
止
に
追
い
込
ん
だ
徳
島
県
。
石
上
氏
ら
熊
谷
組
グ
ル
ー
プ
と
結
ん
だ
協
定
は
今
も
生
き
た
ま
ま
。
協
定
で
は
基
本
・
実
施
設
計
の
ほ
か
、
工
事
や
工
事
監
理
も
熊
谷
組
グ
ル
ー
プ
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

市
議
会
本
会
議
で
生
活
保
護
費
の
国
庫
負
担
金
過
大
請
求
問
題
を
謝
罪
し
た
遠
藤
市
長
。
偽
証
が
問
わ
れ
た
森
本
前
課
長
の
告
発
文
書
受
取
問
題
は
、
郵
便
局
の
配
達
記
録
で
「
市
長
の
嘘
」
が
判
明
し
た
の
に
、
一
切
謝
罪
な
し
。
過
ち
て
改
め
ざ
る
を
、
こ
れ
過
ち
と
い
う
。

▲心の琴線に触れる歌声が魅力の宗平
さん(左 )とピアノの三輪田さん。

　
徳
島
市
内
の
医
療
法
人
が
交
通
事
故
ト
ラ
ブ
ル
だ
。
火
種
は

ス
タ
ッ
フ
が
通
勤
途
中
に
起
こ
し
た
交
通
死
亡
事
故
。
使
用
者

責
任
等
を
問
わ
れ
て
約
一
千
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
た
。

「
通
勤
上
の
事
故
。
使
用
者
責
任
は
成
立
し
な
い
」
と
反
論
す
る

医
療
法
人
。
は
た
し
て
徳
島
地
裁
は
ど
ん
な
判
断
を
示
す
の
か
。
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宗平朱音 (Vo) 、 三輪田瑞絵 (pf) 

198関西
街でみかけたジャズ・シンガー

三輪田瑞絵（みわた みずえ）さんとタッグを組んだデュオでの
出演が多く、息の合った温かいステージを披露しています。

今
回
は
関
西
を
拠
点
に
し

て
活
躍
中
の
女
性
シ
ン
ガ
ー

を
紹
介
し
よ
う
。
名
前
は
宗

平
朱
音
（
む
ね
ひ
ら
あ
か
ね
）

さ
ん
。
ラ
イ
ブ
活
動
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
よ
る
ラ
イ
ブ
配
信
な
ど

で
人
気
急
上
昇
中
だ
。

　

ク
ラ
ブ
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
活

躍
。
コ
ロ
ナ
禍
の
後
は
、
ラ
イ
ブ

イ
ベ
ン
ト
を
自
主
企
画
し
た
り
、

１
７
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
や
Ｔ
Ｉ
ｋ
ｔ
ｏ

ｋ
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
な
ど
を
通
じ
た
ラ

イ
ブ
配
信
等
の

音
楽
活
動
を
展

開
し
て
い
る
。

　

宗
平
さ
ん
の

魅
力
は
情
感
豊

か
な
歌
唱
力
だ
。

深
み
の
あ
る
声

と
語
り
か
け
る

よ
う
な
歌
唱
テ

ク
ニ
ッ
ク
に
魅

了
さ
れ
た
フ
ァ

ン
は
多
い
。「
一

つ
ひ
と
つ
の
言

葉
に
心
を
込
め

て
歌
う
姿
が
共

感
を
呼
ん
で
い
ま
す
」（
フ
ァ
ン

の
一
人
）。

　

レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
幅
広
い
。
海

外
の
ポ
ッ
プ
ス
や
ジ
ャ
ズ
、
Ｊ

ポ
ッ
プ
な
ど
数
多
く
の
名
曲
を

カ
バ
ー
。
ラ
イ
ブ
ス
ポ
ッ
ト
で

歌
っ
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
配
信
し
て

い
る
。
特
に
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の

ア
ニ
メ
ナ
ン
バ
ー
は
評
価
が
高

い
。

　

ソ
ロ
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
活
躍

す
る
ほ
か
、「
Ｍ
ｅ
ｍ
ｅ
（
み
ー

む
）」
と
い
う
名
の
ユ
ニ
ッ

ト
を
結
成
。
自
ら
が
作
詞

し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
も
発

表
し
て
い
る
。
令
和
四
年

に
は
「
い
の
ち
の
歌
」
と

い
う
シ
ン
グ
ル
を
リ
リ
ー

ス
し
て
い
る
。

　

カ
バ
ー
ソ
ン
グ
を
中
心

に
心
の
琴
線
に
触
れ
る
歌

声
が
魅
力
的
な
宗
平
さ
ん
。

ラ
イ
ブ
活
動
の
ほ
か
芸
術

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
と
の
コ

ラ
ボ
活
動
な
ど
に

も
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

宗
平
さ
ん
は
自

身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
ラ

イ
ブ
情
報
を
流
し

て
い
る
。
大
阪
に

出
か
け
た
時
は
是

非
一
度
ラ
イ
ブ
ス

ポ
ッ
ト
に
足
を
運

ん
で
、
宗
平
さ
ん

の
心
温
ま
る
癒

し
の
歌
声
を
堪

能
し
て
み
よ
う
。
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水を大切に使う社会水を大切に使う社会

水を最大限に有効活用しながら、
渇水などのリスクを最小限に抑え、
私たちが安心で快適に暮らし続けることを
目指しましょう

□自動ドアのことなら

水土里ネット徳島

明日の農村の夢を開く

み　  ど　  り

介
護
支
援
専
門
員
が

自
家
用
車
通
勤
中
に

交
通
死
亡
事
故

訴
え
ら
れ
た
の

は
徳
島
市
昭

和
町
の
医
療
法
人

青
志
会
（
森
野
訓

明
理
事
長
）
と
Ｎ

氏
。
Ｎ
氏
は
青
志

会
が
牟
岐
町
で
経

営
す
る
介
護
老
人

保
健
施
設
「
和
楽
」

に
勤
務
す
る
介
護

支
援
専
門
員
だ
。

　

裁
判
資
料
に
よ

る
と
、
Ｎ
氏
は
令

和
六
年
九
月
五
日

八
時
半
頃
、
牟
岐

町
の
国
道
で
自
家

用
車
を
運
転
中
、

対
向
車
線
に
は
み

出
し
、
対
向
車
の

右
前
部
に
衝
突
し

た
。勤
務
す
る「
和

楽
」
に
出
勤
途
中

だ
っ
た
。

　

対
向
車
の
運
転

手
は
左
鎖
骨
下
を

損
傷
。
急
性
腎
障
害

に
よ
る
尿
毒
症
で
死

亡
し
た
。
Ｎ
氏
は
運

転
前
に
飲
酒
。
運
転

操
作
が
困
難
な
状
態

だ
っ
た
。
対
向
車
の
運

転
手
は
当
時
八
十
歳
。

年
金
生
活
者
だ
っ
た
。

訴
え
た
の
は
死
亡

し
た
対
向
車
の
運
転

者
の
妻
と
長
女
。
青

志
会
と
Ｎ
氏
を
相
手

取
り
、
令
和
七
年
十
二

月
十
六
日
、
徳
島
地

裁
に
提
訴
。
連
帯
し
て

総
額
約
一
千
万
円
を

支
払
う
よ
う
求
め
た
。

　

裁
判
の
争
点
は
青

志
会
に
民
法
に
基
づ
く

使
用
者
責
任
と
自
動

車
損
害
賠
償
保
障
法

に
基
づ
く
運
行
供
用

者
責
任
が
あ
る
か
ど

う
か
。
代
理
人
は
遺

族
側
が
大
谷
美
都
夫

弁
護
士
、
青
志
会
が

宮
本
督
弁
護
士
だ
。

「
雇
用
主
の
青
志
会

に
は
使
用
者
責
任
と

運
行
供
用
者
責
任
が

あ
る
」、
遺
族
が
損
害

賠
償
請
求

原
告
の
遺
族
側
は

「
使
用
者
責
任
と

運
行
供
用
者
責
任
が
成

立
す
る
」
と
主
張
す
る
。

運
行
供
用
者
責
任
は
自

動
車
の
運
行
を
支
配
す

る
者
が
運
転
手
の
過
失

の
有
無
に
関
係
な
く
被

害
者
に
賠
償
義
務
を
負

う
と
い
う
も
の
だ
。

　
「
青
志
会
の
従
業
員
Ｎ

氏
は
通
勤
途
中
に
事
故

を
起
こ
し
た
。
Ｎ
氏
は

自
家
用
車
通
勤
を
申
告

し
、
許
諾
を
得
て
い
た
。

通
勤
に
際
し
補
助
を
受

け
、
施
設
駐
車
場
に
駐

車
。
車
を
業
務
に
使
う

こ
と
が
あ
っ
た
。

　

青
志
会
は
運
行
を
支

配
し
、
利
益
を
享
受
し

て
い
る
。
民
法
七
一
五

条
と
自
賠
責
法
三
条
に

基
づ
き
、
青
志
会
と
Ｎ

氏
は
損
害
を
連
帯
し
て

賠
償
す
る
責
任
を
負
う
」

（
原
告
訴
状
の
要
約
）。

「
自
家
用
車
で
通
勤

上
の
事
故
。
責
任
は

な
い
」
と
反
論
す
る

青
志
会

原
告
の
訴
え
に
対

し
、
青
志
会
は

「
通
勤
上
の
事
故
。
事

業
執
行
で
な
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
使
用
者

責
任
も
供
用
運
行
者
責

任
も
成
立
し
な
い
」
と

反
論
。
訴
え
の
棄
却
を

求
め
て
い
る
。

　
「
通
勤
上
は
使
用
者

の
支
配
を
受
け
て
い
な

い
。
他
の
用
事

を
行
う
こ
と
は
自

由
。
事
業
の
執
行

に
当
た
ら
な
い
。

使
用
者
責
任
は
成

立
し
な
い
。
通
勤

は
原
則
公
共
交
通

機
関
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。

社
用
車
は
八
台

あ
る
。
自
家
用

車
を
業
務
上
利
用

す
る
必
要
性
は
な

か
っ
た
。
仮
に
自

家
用
車
が
事
業
執

行
に
関
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
相
当
な
注
意

を
し
て
い
た
。
事

故
の
使
用
者
責
任

は
生
じ
な
い
。

　

運
行
供
用
者
責

任
も
成
立
し
な
い
。

運
行
供
用
者
に
該
当
す
る

か
否
か
は
、
そ
の
者
の
自

家
用
車
運
行
を
支
配
し
、

か
つ
利
益
を
享
受
し
て
い

た
と
い
え
る
場
合
に
認
め

ら
れ
る
と
解
す
べ
き
。

被
告
（
青
志
会
）
は

業
務
中
に
自
家
用
車
の

利
用
を
禁
じ
て
い
た
。

業
務
と
は
無
関
係
な
通

勤
時
の
自
家
用
車
運
行

に
よ
っ
て
何
ら
利
益
を

享
受
し
て
い
な
か
っ
た
。

使
用
者
責
任
、
運
行
供

用
者
責
任
を
負
う
も
の

と
は
言
え
な
い
」（
被

告
書
面
の
要
約
）。

使
用
者
責
任
と
運
行

供
用
者
責
任
の
成
立
で

対
立
す
る
遺
族
と
青
志

会
。
従
業
員
が
自
家
用

車
通
勤
中
に
起
こ
し
た

事
故
の
責
任
は
雇
用
主

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

徳
島
地
裁
は
ど
ん
な
判

断
を
示
す
の
か
。

外国人雇用啓発月間6


